
 

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県踏切道改良協議会合同会議 
 

日時：令和 8 年３月 9 日（月） 1０:00 ～ 1２:00 

場所：WEB 開催 

議 事 次 第 

１．開会   

 

２．議事    

（１）茨城県踏切道改良協議会合同会議設置要綱の変更について 

  栃木県踏切道改良協議会合同会議設置要綱の変更について 

  群馬県踏切道改良協議会合同会議設置要綱の変更について 

                                        ・・・・・・ 【資料 1―１～１－３】 
 
（２）カルテ踏切の法指定に向けた推進について  ・・・・・・ 【資料２】 

            

(3)踏切道内誘導表示の設置状況について     ・・・・・・ 【資料 3】 

              

(4)踏切道改良計画の期限到達について      ・・・・・・ 【資料 4】           

 

（５）地方踏切道改良協議会について         ・・・・・・ 【資料 5】             

 

（6）踏切道の現状について  ・・・・・・ 【資料 6】 

   

3．その他                          

   

４．閉会 

 



（案） 

 

栃木県踏切道改良協議会合同会議設置要綱 
 

（目的） 

第１条 栃木県踏切道改良協議会合同会議（以下「合同会議」という。）は、踏切道

改良促進法（昭和３６年法律第１９５号。以下「法」という。）第１６条の規定に

基づき、栃木県の踏切道及び地方踏切道改良協議会（以下「協議会」という。）の

踏切道を対象に合同で協議することにより、法第４条に規定する地方踏切道改良

計画の作成及び実施、法第１４条に規定する地方踏切道災害時管理方法その他栃

木県内の踏切道における踏切対策を円滑に進めるために設置する。 

 

（協議事項等） 

第２条 合同会議は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１） 地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議 

（２） 法第１２条の規定による評価を実施するに当たっての構成員からの意見

聴取 

（３） 地方踏切道災害時管理方法の作成及び実施に関し必要な協議 
（４） 法第６条に規定する国踏切道改良計画の作成又は法第１５条に規定する

国踏切道災害時管理方法の決定に当たっての鉄道事業者からの意見聴取

（ただし、（１）及び（３）の対象となる踏切道に係る鉄道事業者と当該

国踏切道改良計画又は国踏切道災害時管理方法の対象となる踏切道に係

る鉄道事業者が同一の場合に限る。） 

（５） [未指定の踏切道の場合]法第３条又は法第１３条の規定による踏切道の指

定に向けて必要な協議 
（６） 前５号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（合同会議の組織） 

第３条 合同会議は、別表に掲げる協議会（以下「各協議会」という。）の踏切道及

び別表に掲げる踏切道（以下「各踏切道」という。）を対象に、合同で会議を開催

する。 

２ 合同会議に、議長１名及び副議長１名を置く。 

３ 議長は、国土交通省関東地方整備局長とし、副議長は、国土交通省関東運輸局長

とする。 

４ 議長及び副議長は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任す

ることができる。 

５ 合同会議の議長及び副議長以外の構成員は、各協議会の構成員、各踏切道の鉄
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道事業者及び道路管理者、都道府県知事のほか、議長が必要と認める者とする。 

 

（踏切道改良検討会） 

第４条 合同会議は、未指定の緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）等に関

して指定に向けた具体的検討を行うため栃木県踏切道改良検討会を設置する。 

２ 踏切道改良検討会に係る規約は別に定める。 

 

（合同会議の開催） 

第５条 合同会議は、議長が自ら、各協議会の議長、又は各踏切道の鉄道事業者及び

道路管理者双方の求めに応じて招集する。 

２ 合同会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより協議の実施に

支障が生じると認められるものについては、議長の判断により、非公開で行うこ

とができる。 

 

（代理の選任） 
第６条 構成員は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任するこ

とができる。 
 

（協議結果の尊重義務） 

第７条 合同会議において、協議が調った事項については、合同会議の構成員は、そ

の協議の結果を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第８条 合同会議事務局は、関東地方整備局道路部地域道路課及び関東運輸局鉄道

部計画課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、合同会議の事務の運営上必要な事項は、別

に会議で定めるものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、令和４年２月２２日から施行する。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この改正は、令和５年２月９日から施行する。 

  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この改正は、令和６年３月１５日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この改正は、令和７年３月１０日から施行する。  

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この改正は、令和８年３月９日から施行する。 
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別表　改良すべき踏切道関係

協議会名又は踏切道名
法指定年月日

※空欄箇所は未指定
道路管理者 鉄道事業者

羽牛田街道 R6.1.18 宇都宮市 東日本旅客鉄道

第二上三川街道 栃木県 東日本旅客鉄道

第一大岩 R4.1.21 足利市 東日本旅客鉄道

宝来社街道 H29.1.27 栃木県 東日本旅客鉄道

日光線第224号 H29.1.27 栃木県 東武鉄道

日光線第248号
H29.1.27
R7.12.23

栃木市 東武鉄道

佐野線第41号 R6.1.18 佐野市 東武鉄道

昭和街道 R6.1.18 佐野市 東日本旅客鉄道

鬼怒川線第7号 H30.1.19 日光市 東武鉄道

飯田 小山市 東日本旅客鉄道

太夫塚 R3.4.13 那須塩原市 東日本旅客鉄道

第一上三川街道 R6.1.18 栃木県 東日本旅客鉄道

第一大田原街道 H30.1.19 大田原市 東日本旅客鉄道

日光線第278号 R4.12.16 栃木市 東武鉄道

下荒川 R4.12.16 小山市 東日本旅客鉄道
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別表　災害時管理を定めるべき踏切道関係

協議会名又は踏切道名 法指定年月日 道路管理者 鉄道事業者

牛塚 R6.7.31 栃木県 東日本旅客鉄道
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　 構成員

議長 国土交通省　関東地方整備局

副議長 国土交通省　関東運輸局

栃木県

宇都宮市

足利市

佐野市

小山市

矢板市

栃木市

日光市

那須塩原市

大田原市

鹿沼市

東日本旅客鉄道（株）

日本貨物鉄道（株）

東武鉄道（株）

真岡鐵道（株）

野岩鉄道（株）

わたらせ渓谷鐵道（株）

オ
ブ
ザ
ー

バ
ー

関東地方整備局　建政部　都市整備課

関東地方整備局　道路部  地域道路課

関東運輸局　鉄道部　計画課

鉄
　
道
　
事
　
業
　
者

事
務
局

栃木県踏切道改良協議会合同会議構成組織

道
　
　
路
　
　
管
　
　
理
　
　
者
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関東地方整備局からの情報提供

令和８年３月



・カルテ踏切の法指定に向けた推進について・・・・資料２

・踏切道内誘導表示の設置状況について・・・・・・・資料３

・踏切道改良計画の期限到達について・・・・・・・・・資料４

目次

・地方踏切道改良協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５



カルテ踏切の法指定に向けた推進について

資料２



踏切対策の見える化【記者発表資料】





関東地方整備局の掲載HP



カルテ踏切リスト（例）



法指定踏切リスト（例）



グリーンカルテは地域課題踏切

踏切道安全通行カルテとは

〇緊急に対策の検討が必要な踏切について踏切道安全通行カルテとしてH28年6月から公表

〇踏切道安全通行カルテは1年に1度更新し、や対策の進捗状況や取組成果を『見える化』して踏
 切対策を促進



踏切対策の流れ





R7年度の法指定状況について



URL：
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/shihon/index000
00027.html

https://www.ktr.mlit.go.jp/road/shihon/index000


【R7年度】法指定箇所（関東地整） 道路局案件 9件計 24箇所



踏切道内誘導表示の設置状況について

資料３



道路の移動円滑化に関するガイドライン改定【記者発表資料】



別紙 １道路の移動円滑化ガイドラインの改定内容について





踏切道改良計画の期限到達について

資料４



法指定されてから改良結果の評価を提出するまでのフロー



改良計画書の詳細が未定の場合の記載方法

・踏切誘導表示で協議が理由の場合
事業費・工期を未定で提出することは不可



地方踏切道改良協議会

資料５



地方踏切道改良協議会について 



踏切道改良協議会の体制 

評価について合
同会議の議題案
件（R7年度）



踏切道の改良後の評価制度の創設 



評価様式の確認・提出ルート 

本省には事前確認を完了したもので本提出すること

関東地方整備局 関東運輸局
共有

道路局 鉄道局
共有本省

対策内容が道路管理者 対策内容が鉄道事業者

道路管理者（市町村） 鉄道事業者
提出

都県・政令市

提出 修正
依頼

修正 本提出

提出 修正
依頼

修正 本提出

修正
依頼

修正提出 本提出

踏
切
道
改
良
協
議
会
合
同
会
議

審議・意見聴取

修正依頼



評価制度のポイント 



①定量的評価

法に基づく踏切道改良基準が、定量的に調査・算
出ができるものである場合、データを調査・算出し
評価を行うものとする。

②定性的評価

保安設備の整備による改良や地域の課題の実情
を考慮し改良を実施するもののように、定性的な
判断が必要なものは、定性的に評価することがで
きることとする。なお、地域の課題や実情を考慮し
改良を実施するものについては、原則として、関
係者等への聞き取りを行い、評価を行うものとす
る。

対策完了後の評価結果

◆評価の結果（公表）
評価の結果については「踏切道安全通行カルテ」に
おいて結果を公表する。



最後に

〇踏切協議相談窓口について

地方整備局名 窓口 メールアドレス

北海道開発局 建設部 地方整備課 hkd-ky-tihouseibika-fumikiri@gxb.mlit.go.jp

東北地方整備局 道路部 地域道路課 thr-82chiikidoro@ki.mlit.go.jp

関東地方整備局 道路部 地域道路課 ktr-chiikidouro@ki.mlit.go.jp

北陸地方整備局 道路部 地域道路課 chiiki-douro@hrr.mlit.go.jp

中部地方整備局 道路部 地域道路課 cbr-chikird@mlit.go.jp

近畿地方整備局 道路部 地域道路課 kkr-chidou-r8602@mlit.go.jp

中国地方整備局 道路部 地域道路課 chiikidouro@cgr.mlit.go.jp

四国地方整備局 道路部 地域道路課 skr-chikidoro@mlit.go.jp

九州地方整備局 道路部 地域道路課 qsr-douro-fumikiri@gxb.mlit.go.jp

※県に相談のうえ必要があれば活用してください。

mailto:hkd-ky-tihouseibika-fumikiri@gxb.mlit.go.jp
mailto:thr-82chiikidoro@ki.mlit.go.jp
mailto:ktr-chiikidouro@ki.mlit.go.jp
mailto:chiiki-douro@hrr.mlit.go.jp
mailto:cbr-chikird@mlit.go.jp
mailto:kkr-chidou-r8602@mlit.go.jp
mailto:chiikidouro@cgr.mlit.go.jp
mailto:skr-chikidoro@mlit.go.jp
mailto:qsr-douro-fumikiri@gxb.mlit.go.jp


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

踏切道の現状について

関東運輸局

令和８年３月



踏切道数の推移（全国）

年 度 第 １ 種 第 ３ 種 第 ４ 種 合 計

令和2年度 29,567 （▲150) 639 (▲45) 2,527 （▲76） 32,733

令和3年度 29,473 （▲94) 612 (▲27) 2,455 （▲72） 32,540

令和4年度 29,442 （▲31) 592 (▲20） 2,408 （▲47） 32,442

令和5年度 29,422 （▲20) 582 (▲10） 2,367 （▲41） 32,371

令和6年度 29,357 （▲65) 567 (▲15） 2,282 （▲85） 32,206

・令和６年度末現在踏切数は、３２，２０６であり、対前年度比１６５減であった。
・内訳は、第１種踏切道６５減、第３種踏切道１５減、第４種踏切道８５減であった。

年 度 第 １ 種 化

令和2年度 31

令和3年度 31

令和4年度 17

令和5年度 19

令和6年度 1４

○ 第１種化の推移○ 踏切道数の推移 ※括弧内は減少数

○ 踏切道数と踏切事故件数の推移

32,206
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令和６年度 踏切事故等の発生状況

・踏切事故の件数は、長期的に減少傾向にあるが、令和６年度は、２１７件（対前年度比４０件減）であった。
・内訳は、第１種踏切道１９４件（対前年度比３５件減）、第３種踏切道３件（同１件増）、第４種踏切道２０件（同６
件減）であり、第１種踏切道における事故が９割近くを占める。

・踏切道１箇所あたりの踏切事故発生件数は第４種踏切道が第１種踏切道の約１．３倍であった。
・踏切事故による死傷者数は１４０人（対前年度比２４人減）、うち死亡者数は８７人（同１６人減）であり、共に昨
年度より減少した。

全国の踏切事故の件数及び死傷者数の推移
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関東運輸局管内の踏切事故の件数及び死傷者数の推移



令和６年度 踏切事故の発生状況（関東運輸局管内）

●各都県における踏切事故の件数及び死傷者数の推移 
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関東運輸局管内の踏切道に関わる輸送障害（令和４年度～令和６年度）

4

関東運輸局管内の踏切道に関わる輸送障害
（令和４年度～令和６年度）
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34件, 
65%

自動車の落

輪・立ち往生, 
11件, 21%

非常ボ

タン操

作・障検

動作, 2
件, 4%

交通事

故（踏切

内）, 3
件, 6%

踏切保

安設備

故障, 1
件, 2% 妨害（置

き石等）, 
1件, 2%

千葉県

52件

自殺, 97件, 
84%

自動車の

落輪・立ち

往生, 2
件, 2%

公衆の直前

横断・停滞, 
3件, 2%

非常ボタン

操作・障検

動作, 6件 
5%

交通事

故（踏切

内）, 2
件, 2%

踏切保安設

備故障, 1件, 
1% 妨害（置

き石等）, 
3件, 3%
その他, 
1件, 1%

東京都

115件

自殺, 
57件, 
81%

自動車

の落輪・

立ち往

生, 6件, 
9%

公衆の

直前横

断・停

滞, 2件, 
3%

非常ボタ

ン操作・

障検動

作, 2件, 
3%

交通事故

（踏切内）, 
2件, 3%

妨害（置

き石

等）, 1
件, 1%

神奈川県

70件



第３種及び第４種踏切道の安全対策 （１）第４種踏切道数等の現状

国土交通省としては、遮断機も警報機も設置されていない第３種及び第４種踏切道は、安全性の向上が重要な課題であ
ると認識しており、これまで、
・統廃合の促進、
・遮断機・警報機の整備の支援による第１種踏切道化の促進
などの取組みを、道路管理者、地方自治体及び鉄道事業者などの関係者とともに進めてきている。
こうした取組みにより、第４種踏切道数は年々減少し、全国で年間約６０箇所減少している。

第３種・第４種踏切道数の推移（全国）

しかし、地元との協議の難航、第１種化の費用負担が課題となり、廃止及び第１種化ができない踏切道が多数残っている。

廃止、第１種化に向けて、引き続き協議を進めていただきたい。

5

639 612 592 582 567

2527 2455 2408 2367 2282

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

3種 4種



（参考）第３種及び第４種踏切道に係る法令上の規定

6

◎道路法（昭和27年6月10日法律第180号）

◎鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成13年12月25日国土交通省令第151号）

（道路との交差）

第三十九条 鉄道は、道路（一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。）と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は

新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の

理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

（踏切道）

第四十条 踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等（以下「踏切道通行人等」という。）の安全かつ円滑な通行に配慮した

ものであり、かつ、第六十二条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。

（道路と鉄道との交差）

第三十一条 道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合（当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設

又は改築を行う場合を除く。）においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、

工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量

又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、

立体交差としなければならない。

（踏切保安設備）

第六十二条 踏切保安設備は、踏切道通行人等及び列車等の運転の安全が図られるよう、踏切道通行人等に列車等の接近を知ら

せることができ、かつ、踏切道の通行を遮断することができるものでなければならない。ただし、鉄道及び道路の交通量が

著しく少ない場合又は踏切道の通行を遮断することができるものを設けることが技術上著しく困難な場合にあっては、踏切道

通行人等に列車等の接近を知らせることができるものであればよい。



（参考）運輸安全委員会における調査状況 （第３種及び第４種踏切道における死亡事故）

運輸安全委員会において調査の対象となった踏切障害事故（※）

7

※令和4年４月以降に発生した事故の鉄道事故調査報告書（公表済み）を抜粋して作成

発生年月
日

事業者
踏切区

分
発生場所 概要 （参考情報）

死傷者
数

講じた措置

R6.6.20 J R東日本 第3種
五能線 沢目駅〜東八森駅間［
秋田県山本郡八峰町］

進行方向右側から踏切道に進入してくる軽自動車が見えたと同時に衝突したこと
を認めたため、その瞬間に気笛を吹鳴するとともに非常ブレーキを使用

運転者 
79歳

線路脇の除草、注意喚起看板の設置、自光式発行灯の設置、停
止線の塗色

R6.4.6 上信電鉄 第4撞
上信線 馬庭駅〜西山名駅間［
群馬県高崎市］

進行方向左側から踏切道に進入してくる歩行者を認めたため、停止手配を執った
が、列車は歩行者と衝突

歩行者9
歳

第1種踏切に改良、踏切注意柵の増設、注意喚起看板の更新、
車道外側線の再塗装

R6.1.18 関東鉄道 第4種
常総線 三妻駅〜南石下駅間［
茨城県常総市］

進行方向左側から踏切道内に進入してくる自転車を認めたため、気笛を吹鳴する
とともに非常停止手配を執ったが、列車は同自転車と衝突

運転者 
84歳

注意喚起看板の追加、舗装面の補修、踏切道幅員の再塗装、反
射鏡の増設と更新

R5.11.18 J R九州 第4種
日豊線 佐志生駅〜幸崎駅間
(単線)［大分県大 分市］

進行方向左側から踏切道に進入してくる歩行者を認めたため、直ちに気笛を吹鳴
するとともに非常停止手配を執ったが、列車は同歩行者と衝突

•補聴器を装着
歩行者 
68歳

踏切幅員表示杭、落輪防止壁の塗色、気笛吹鳴標識の設置

R5.9.3 J R西日本 第3種
岩徳線 米川駅〜周防高森駅
間［山口県岩国市］

進行方向左側から踏切道に進入してくる軽自動車を認め、直ちに気笛を吹鳴する
とともに非常ブレーキを使用したが、列車は同自動車と衝突

運転者 
42歳

第1種踏切に改良、踏切幅員の再塗装、警戒標識の設置、舗装
整備、停止線の設置

R5.7.2 J R九州 第4種
唐津線 小城駅〜久保田駅間［
佐賀県小城市］

進行方向左側から踏切道方向へ走ってくる通行者を認め、直ちに気笛を吹鳴する
とともに非常停止手配を執ったが列車と通行者とが衝突

•イヤホンを装着し進行方向の左
右を見ることなく前方を向いたまま
踏切に進入

通行者 
52歳

踏切の車道外側線、踏切幅員表示杭、注意喚起看板の支柱等へ
の塗色、路面標示の実施 等

R5.4.10 WILLER 
TRAINS 第4種

宮津線 四所駅〜西舞鶴駅間［
京都府舞鶴市］

進行方向左側から踏切道に進入してくるハンドル形電動車椅子に乗った通行者を
認めたため、非常ブレーキを使用するとともに気笛を吹鳴したが、列車は同通行
者と衝突

•身体障害者手帳の交付は受けて
いない。

通行者 
86歳

踏切注意柵の再塗装、路面標示、注意看板の設置、廃止又は第
1種格上げの関係者との協議を開始 等

R5.3.2 高松琴平電
気鉄道

第4種
琴平線 羽間駅～榎井駅間［香
川県仲多度郡まんのう町］

進行方向左側から踏切道に進入してくる歩行者を認め、直ちに気笛を吹鳴すると
ともに非常ブレーキを使用したが、列車は歩行者と衝突

・簡易遮断桿が設置されていた
歩行者
83歳

一時的な通行止め、踏切警標・注意看板の更新、路面標示、簡易
遮断桿の延長・手前へ引く構造に改良、他踏切道への簡易遮断
桿の設置・改良、合意に至った5ヵ所の踏切道廃止、当該踏切の
第1種化の合意を受けた改良着手 等

R4.12.21 長良川鉄道 第3種
越美南線 上万場駅～万場駅
間［岐阜県郡上市］

踏切道に進入してくる自動車を認め、直ちに気笛を吹鳴するとともに非常ブレーキ
を使用したが、列車は自動車と衝突

運転者
46歳

気笛吹鳴標識の設置、踏切警報機の塗装、３６０度形踏切警報灯
への交換（他の踏切道へ同取組を展開予定）
踏切道のカラー塗装、踏切道手前に停止線及び踏切予告マーク
の設置、踏切警戒標識（踏切あり）の設置（同取組を市内に展開
を検討） 等

R4.10.31 ＪＲ九州 第4種
長崎線 佐賀駅～伊賀屋駅間［
佐賀県佐賀市］

踏切道に進入してくる普通自動車を認め、非常ブレーキを使用し、気笛を吹鳴し
たが、列車は自動車と衝突

・交通規制あり
（二輪自動車、農耕用車両、軽自
動車以外の自動車通行禁止）

運転者
50歳

廃止協議の継続実施、注意喚起看板の設置 等

R4.10.17 ＪＲ貨物 第3種
東北線 安達駅～二本松駅間［
福島県二本松市］

踏切道に進行方向左側から進入してきた歩行者を認め、非常ブレーキを使用した
が、列車は同歩行者と衝突

歩行者
52歳

一時的な通行止め、統廃合する踏切の対象として廃止や1種化の
継続協議 等

R4.9.26 ＪＲ西日本 第4種
境線 中浜駅～高松町駅間［鳥
取県境港市］

踏切道に左側から進入してくる歩行者を認めたため、直ちに非常ブレーキを使用
したが、列車は同歩行者と衝突

・踏切の直前で一時停止すること
なく進入していた

歩行者
18歳

車両侵入防止ポールの設置、隣接する4種踏止、当該踏切を第1
種化・使用を開始 等

R4.9.20 高松琴平電
気鉄道

第4種
志度線 大町駅～六万寺駅間［
香川県高松市］

踏切道の右側から進入してくる歩行者を認め、気笛を吹鳴するとともに非常ブ
レーキを使用したが、列車は同歩行者と衝突

・簡易遮断桿が設置されていた
・携帯電話に顔を向けたままの状
態で踏切を横断しようとしていた
（事故発生時間帯の６時２３分に携
帯電話からの発信履歴あり）

歩行者
76歳

気笛吹鳴標識の設置、簡易遮断桿を手前に引く構造に改良、注
意喚起看板の設置、路面標示、簡易遮断桿の改良を
全箇所へ展開する計画を策定 等

R4.4.5 福島交通 第4種
飯坂線 平野駅～医王寺前駅
間［福島県福島市］

踏切道の左側から進入してくる軽自動車を認めたため、直ちに気笛を吹鳴すると
ともに非常ブレーキを使用したが、列車は同軽自動車と衝突

・本踏切に一時停止することなく進
入していた。

運転者
65歳

安全啓発の実施、関係者の使用時以外の通行禁止柵等の設置
を検討、当該踏切以外の第4種踏切道の協議を開始

R4.4.5 天竜浜名湖
鉄道

第4種
天竜浜名湖線 宮口駅～岩水
寺駅間［静岡県浜松市］

踏切道にいる通行者を認めたため、気笛を吹鳴し非常ブレーキを使用したが、列
車は同通行者と衝突

通行者
48歳

沿線樹木伐採、車止めポール・路面へ注意喚起シールの設置、
当該踏切を含む第3種及び第4種踏切道の廃止や安全性の工場
の協議を実施 等



（参考）運輸安全委員会における調査状況 （第３種及び第４種踏切道における死亡事故）
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※直近2件（公表済み）のものを掲載◎ＪＲ東日本 五能線 踏切障害事故の例
５ 再発防止のために望まれる事項

踏切遮断機のない第３種踏切道は、安全性向上のためには踏切道を廃止するのが望ましく、廃止できない場合は踏切遮断機を設置し第１種踏

切道へ改良すべきである。

また、廃止又は第１種踏切道への改良が実施されるまでの間は、同社及び同町は、同署等と協力し、同種踏切道の通行者に対して、啓発活動

や注意を促す看板等の設置により、踏切通行時の一時停止及び安全確認を促すことが望ましい。

さらに、同社及び同町には本件踏切以外にも第３種及び第４種踏切道が存在していることから、同社及び沿線自治体等の関係者は、これらの

踏切道の廃止又は第１種化について、合意形成に向けて継続して協議を進めていくことが望ましい。

◎関東鉄道 常総線 踏切障害事故の例
５ 再発防止のために望まれる事項

踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道は、安全性向上のためには廃止するのが望ましく、廃止できない場合は踏切保安

設備を整備し、第１種踏切道へ改良すべきものである。鉄道事業者、道路管理者、地域住民等の関係者は踏切道の廃止等に向けた協議を進め、

可及的速やかに具体的な取組を実施することが必要であると考えられる。 

また、近くに迂回路となる第１種踏切道があることから、鉄道事業者、道路管理 者等の関係者は協力し、具体的な取組を実施するまでの間、

保安度の高い第１種踏切道等へ迂回することが事故の減少につながることを、啓発活動等によって注意喚起し、第４種踏切道の通行をできる限

り回避するよう通行者に促すことが望ましい。
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運輸安全委員会のホームページには、紹介すべき事故事例や各種統計に基づく分析などの内
容を充実させることで、事故の再発防止・啓発に向け、皆様のお役に立てていただけるように、

「運輸安全委員会ダイジェスト」などの参考情報が掲載されています。

第３種踏切道及び第４種踏切道における事故に関する事項については、以下の資料も

ご参照ください。

(1) 運輸安全委員会ダイジェスト第４３号（令和５年９月）鉄道事故分析集

「地域鉄道における事故防止対策」（列車脱線事故の内容も含まれています）

(https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_No43.html)

(2) 運輸安全委員会ダイジェスト第３１号（平成３１年２月）鉄道事故分析集

「遮断機のない踏切は危険 廃止や遮断機・警報機の整備など、早急な対策が必要」

(https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_No31.html)
(3) 運輸安全委員会ホームページ「踏切事故を起こさないために」

(https://www.mlit.go.jp/jtsb/guide/fumikiri.html)

参考情報（安全へのツール）

（参考）運輸安全委員会の参考情報

「地域鉄道における事故 防止対策」より抜粋

これまでに事故が起きた第３種・第４種踏切道に対して、事故後に講じられた措置の状況を見ると、ＪＲや大手民鉄等では
約６０％を廃止又は第１種化しているのに対し、地域鉄道では約３６％にとどまっています。ＪＲ・大手民鉄等も、地域鉄道
も第１種化の方が廃止よりも数が多くなっていますが、第１種化した事例の多くが、廃止を目指していたものの自治体や地元
住民等との調整が難航し、第１種化に方針を切り替えて措置完了に至っています。しかし、地域鉄道では経済的な理由から第
１種化は困難との声も多く、第１種化できた事例は自治体が整備費を一部又は全額負担したり、補助金を活用したりすること
で整備が実現していますが、補助金を申請しても全額補助ではないため自己負担分の捻出が困難というケースも見られます。

踏切道が残る第１種化の方が地元住民等の理解を得られやすいというメリットもありますが、地域鉄道においては原則、経
済性や安全性の観点から「廃止」を目指していくことが望ましいと考えられます。

https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_No43.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_No31.html
https://www.mlit.go.jp/jtsb/guide/fumikiri.html


１．事   業   者 上信電鉄株式会社

２．事故等種類 踏切障害事故

３．発 生 日 時 令和6年4月6日(土)  8時53分頃 天候：曇

４．場    所 上信線 馬庭駅～西山名駅間 天水踏切道（第４種）

５．死  傷 者 死亡１名（小学校４年生（９才）、女児 ）

６．概  要 

下仁田駅発 高崎駅行き列車運転士は、馬庭駅～西山名駅間を速度

約６４km/hで運転中、天水踏切道の手前で左側から踏切道に進入して

くる小学生を認めたため、 停止手配を執ったが衝突した。

 ７．原 因

列車が接近している状況において小学生が踏切道に進入したためと推

定される。 小学生が踏切道に進入したことについては、列車の接近を認

識していなかった可能性が考えられるが、小学生が死亡しているため詳

細を明らかにすることはできなかった。

８．付 記

・当該踏切道は、第４種踏切道（踏切遮断機及び踏切警報機なし）。

・列車運転士は以下のように証言している。

   ①小学生が踏切道に進入する際、列車の方を見ておらず、駆け足で

進入してきた。

②犬の後方におり、犬を追いかけているように見えた。

・知的発達や運動発達の観点から１０歳未満の子供にとって道路横断の

危険予測は難しいとされており、これは踏切道の横断についても同様と

考えられる。     【運輸安全委員会の報告書を参考に作成】

まにわ にしやまな てんすい

現場位置図

高崎駅

馬庭駅

上信線

東京駅

高崎駅

西山名駅

東北新幹線

上越・北陸新幹線

現場写真

小学生

事故発生場所

第３種及び第４種踏切道の安全対策 （２）第４種踏切道等の危険性

危険な第３種、第４種踏切道は、
存在そのものが地域にとって安全上のリスク
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第３種及び第４種踏切道の安全対策 （３）群馬県の取組み

上信電鉄の第４種踏切道で死亡事故が事故発生
（令和６年４月６日発生・９歳の女児が死亡）

関東運輸局、鉄道事業者、群馬県などの関係自
治体、関東地方整備局等からなる「群馬県 踏
切道 改良協議会」を急遽開催し、県内の第４
種踏切道の廃止や第１種踏切道化について協議

群馬県の方針は、可能な限り第４種踏切道の
「廃止」又は第１種踏切道への「転換」

群馬県の対応
■ 対応方針を公表することで、関係者の対応が迅速化
■ 鉄道事業者と道路管理者が協議する環境を調整
■ 調整結果の認識に齟齬がないか確認し、必要に応じ
てすり合わせを実施
■ 対応状況を個別の踏切ごとに公表し、他の道路管理
者の状況を共有
■ 鉄道事業者と道路管理者のスケジュールを管理
道路管理者・鉄道事業者の対応
■ 地元に踏切のリスクを説明
■ 自治体からの補助で１種化を促進

■ 都道府県等のリーダーシップが重要
■ 鉄道事業者と道路管理者の連携が重要

※ 道路管理者=市町

0
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12

14

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

第４種踏切道の廃止等の状況（群馬県内）

A社（一種化） A社（廃止） B社（一種化） B社（廃止） C社（廃止）

１３箇所廃止

年１〜４箇所程度

対応状況 箇所数
廃止済み １５
第１種化済 ５
廃止予定 ６

第１種化予定 ５
継続協議 ４３
合計 ７４

※合計箇所数は令和6年4月1日時点の箇所数
※令和8年2月末時点 11



④ 対応方針案の提示

⑥ 検討結果を連絡

① 個々の踏切道の状況調査

② 対応方針案の提示運 輸 局
鉄道事業者

※実現可能性のある現実的な案を提示（廃止、統廃合、第１種化・・・）

③ 踏切道の状況を
勘案のうえ

対応方針案を精査

市 町 村

⑤ 対応方針案を検討

都 県

（道路管理者等）

※都県がとりまとめ

合同会議では、進捗状況の管理、課題共有等を行う。

⑦ 対応方針確定・対策実施 対応方針が確定した踏切道から
関係者が対策を実施。

⑧ 定期的に踏切道改良協議会合同会議に報告

※群馬県は、令和６年から開始した県主体の進め方を現在も継続。

群馬県では第４種踏切道の安全対策として、県、鉄道事業者及び道路管理者が一体となって、踏切道ごとに対応方針
を検討したうえで対策が進められ、令和６年度だけでも同県内で１３箇所の第４種踏切道が廃止されたところ。

第３種及び第４種踏切道の安全対策を進展させるためには、このように関係者が一体となって踏切道ごとにおいて
具体的な対応方針を検討したうえで対策に取り組むことが重要。

関東運輸局の取組み

第３種及び第４種踏切道の安全対策 （４）関東運輸局の取組み
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13

第３種及び第４種踏切道数（関東運輸局管内）
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第３種及び第４種踏切道数（関東運輸局管内）



①道路管理者から道路改良（踏切拡幅、立体交差等）

要望の際は、必ず踏切道の廃止を含めた検討をする。

②住民説明は沿線市と連携する。

→鉄道事業者が前面に出ると、我田引水として受け
 取られる傾向にある。

③回覧板によるお知らせとする。
→集合説明会を開催すると、反対意見が少数であって

も、結果、総論反対となってしまうおそれがある。

④廃止一辺倒ではなく、生活道路として廃止が困難な

場合は、第１種化として鉄道事業者・沿線市の双方で

計画的に予算措置を行う。

第３種及び第４種踏切道の安全対策 （５）関東鉄道(株)の取組み

削減の手法

種別
路線名 踏切総数 第1種 第４種

2000年
(25年前)

2015年
（10年前）

2025年
（現在）

2000年
(25年前)

2015年
（10年前）

2025年
（現在）

2000年
(25年前)

2015年
（10年前）

2025年
（現在）

25年間
増減

常 総 線 217 189 170 122 141 146 95 48 23 △ 72

竜 ヶ 崎 線 19 19 19 12 14 14 7 5 5 △ 2

合 計 236 208 189 134 155 160 102 53 28 △ 74

○２００５年（平成１７年）

快速運転開始。快速通過駅周辺の第４種踏切道の

安全対策を沿線市と協議し２０か所削減。

○２０１６年（平成２８年）

第４種踏切道で小学４年生が死亡する事故が発生。

沿線市とともに対策を加速。

○２０２４年（令和６年）

隣接土地改良（田畑区画整理）協議時に統廃合等

を条件に付加。  

主な経緯

鉄道事業者と沿線自治体が予算措置を含め強力に連携
結果、第４種踏切道を大幅に削減

15



○手で遮断棒を持ち上げるタイプ ○手で遮断棒を押すタイプ

〇一部の事業者では、踏切道通行者に物理的な一旦停止・左右確認を促し、直前横断に起因した事故を防

ぐことを目的とした「手動ゲート（手動遮断桿）」や「踏切道手前の柵」を導入している。

〇第1種化により維持管理すべき施設を増やすことは困難と考えている事業者が多い中、これらの設備は、

第1種化に比べて少ない費用で、整備や維持管理が可能であると考えられることから、その導入によって第

４種踏切道の暫定的な対策として安全性の向上に資することが期待される。

○一旦停止を促す柵

これらの設備については、踏切道補助の支援の対象ではないため、支援制度を創設。

第３種及び第４種踏切道の安全対策 （６）第４種踏切道の暫定対策の例（簡易ゲート等）

手動ゲート設置数：２６２箇所設置 令和７年３月末現在
16



○補助対象事業者：

（Ａ）地方公共団体以外の鉄道事業者

・鉄道事業（軌道業を含む）において、 ・全事業において、
以下のいずれかの要件に該当 以下のいずれかの要件に該当

（B）地方公共団体である鉄道事業者
・鉄道事業が赤字

○補助対象事業：

 （ⅰ）改良すべき踏切道の改良を （ⅱ）災害時の管理の方法を定めるべき

実施する鉄道事業者 踏切道の管理を実施する鉄道事業者

○補助率：赤字の鉄道事業者 国１／２以内、地方公共団体１／３以内
 黒字の鉄道事業者 国１／３以内、地方公共団体１／３以内

鉄道施設総合安全対策事業（①踏切保安設備整備事業）

１．目的・事業概要

踏切道改良促進法に基づき、遮断機や警報機等の踏切保安設備の整備を推進し、踏切道における事故防止と
交通の円滑化を図る。

踏切道改良促進法に基づき指定された踏切を対象に、遮断機・警報機、高齢者等の歩行者の踏切事故防止に
資する設備及び災害時の稼働状況等の把握に資する設備等の整備を支援。

２．制度の内容

【事業概要】

【目的】

かつ
・赤字
・黒字で営業利益率が少ない
（事業用固定資産営業利益率７％以下）

・赤字
・黒字で営業利益率が少ない
（事業用固定資産営業利益率１０％以下）

第４種踏切
（遮断機、警報機なし）

第１種踏切
（遮断機、警報機あり）

遮断機、警報機の設置

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/thumb/b/b8/%E8%B8%8F%E5%88%87%E6%94%AF%E9%9A%9C%E5%A0%B1%E7%9F%A5%E8%A3%85%E7%BD%AE.jpg/200px-%E8%B8%8F%E5%88%87%E6

非常押しボタン

全方位警報機

歩行者等を検知しやすい
障害物検知装置

【踏切保安設備の整備例】

踏切監視用カメラ

遮断機、警報器、警報時間制御装置、
障害物検知装置（高規格化を含む）、
非常押しボタン、全方位警報器
AI等を活用した画像解析装置 等

踏切監視用カメラ
AI等を活用した
画像解析装置

拡充
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軌道改良 法面固定 ＡＴＳの整備

安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の更新を支援

１．補助対象事業者 鉄軌道事業者

２．補助率 国 ： １／３以内または１／２以内（※１）

３．補助対象設備 レール、マクラギ、落石等防止設備、

ＡＴＳ、列車無線設備、防風設備、
 
 踏切保安設備（※２） 等

※１ 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

  に基づく鉄道事業再構築事業を実施する事業のうち

  財政状況（財政力指数要件）の厳しい地方公共団体

  が支援する費用相当分について、補助率 １／２ 等

鉄道施設総合安全対策事業（②鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）

遮断機・警報機の整備

※２ 踏切保安設備の新設については、踏切道改良促

進法第２条で定義されていない踏切道(道路法による

道路以外の道路上にある踏切道)が対象。
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鉄道施設総合安全対策事業費補助（第４種踏切道の緊急対策推進事業）

１．目的・事業概要

２．制度の内容

○補助対象事業者
鉄軌道事業者

○補助対象事業
第４種踏切道に歩行者等の物理的な一旦停止及び左右確認を促す設備を設置する事業

○補助率
（A）地方公共団体以外の鉄道事業者   

・赤字の鉄道事業者 国１／２以内
・黒字の鉄道事業者 国１／３以内

（B）地方公共団体である鉄道事業者  
・国１／３以内

※道路法上の道路以外の道路と交差する第４種踏切道での事故も多数発生していることから、
 本事業では、そのような踏切での対策事業も補助対象とする。

設備例
※メーカーにより、様々な種類有

設置前

設置後（イメージ）

遮断機・警報機のない第４種踏切道において、歩行者等の一旦停止、左右確認を促し直前
横断を防ぐことで、第４種踏切道の安全対策を簡易かつ効果的に実施できる整備を推進し、
第４種踏切道の安全性の向上を図る。

第４種踏切道において、歩行者等の直前横断等を抑止するため、踏切通行者の物理的な
一旦停止を促すゲートや柵等の整備を支援。

【事業概要】

【目的】
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勝手横断箇所について

鉄道事業者が踏切道として認めていないが、明らかに線路内を横断した形跡があるもの。

【勝手横断箇所】

令和６年に、広島県内において、勝手横断箇所において、２件の人身障害事故が発生
（１箇所は昨年９月３０日に閉鎖）

鉄道事業者としては閉鎖したいが、横断箇所となった過去の経緯等もあり、閉鎖することが困難
となっている。

閉鎖するには、関係自治体の協力が必要です。

鉄道事業者と自治体が連携して、閉鎖に向けた協議をお願いします。

踏切の統廃合、踏切拡幅に併せて、近隣の勝手横断箇所が閉鎖される事例もある。
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